（様式３）
令和　　年 　　月 　　日 

横浜市契約事務受任者

	所　在　地
	
	

	商号又は名称
	
	

	代表者職氏名
	
	



提　案　書

次の件について、提案書を提出します。

業務名：ひとり親家庭等の就業・定着までの一体的支援強化事業運営委託
【添付資料】
１　提案者の概要・事業実績（様式４）
２　業務の実施方針（様式５）
３　業務実施内容（様式６）
４　職員育成方針（様式７）
５　関係機関との連携（様式８）
６　個人情報保護（様式９）
７　企業の取組に関すること（様式10）
８　提案書の開示に係る意向申出書（様式11）

【本件責任者】
※本書を発行する責任者についてご記載をお願いいたします。
担当部署　
担当者名　
電話番号　
FAX　
E‐mail　

【連絡担当者】
担当部署　
担当者名　
電話番号　
FAX　
E‐mail　

（様式４）
１　提案者の概要・事業実績

	（1）提案者の概要（提案者名、設立年月日、代表者、設立目的、職員数、沿革、その他）を記載してください。

	（2）これまで実施したひとり親家庭支援や就労支援に関する活動実績について記載してください。また、行政等から事業を受託している場合は、その実績を記載してください。（実績期間も明記してください。）


· 必要に応じて補足資料を添付することもできます。

（様式５）
２　業務の実施方針

	（1）本事業で支援するひとり親世帯の親がおかれている生活の状況や課題をどのように捉えているか、また、どのような配慮や工夫を行うか記載してください。

	（2）本事業の目的を踏まえた実務実施の方針について記載してください。


· 必要に応じて補足資料を添付することもできます。

（様式６）
３　業務実施内容

	（1）ひとり親家庭等の就業・定着までの一体的支援強化事業運営委託に係る個々の利用者に応じた就労支援や定着支援の方法についてご記入ください。

	（2）ひとり親家庭の保護者等の雇用に理解のある事業者の開拓の方法について記載してください。


· 必要に応じて補足資料を添付することもできます。


	（3）効果的に事業を実施するため、ひとり親家庭に対するプロモーションの実施方法を記載してください。


· 必要に応じて補足資料を添付することもできます。


（様式７）
４　職員育成方針

	（1）実務実施に必要な人員をどのように捉え、（従事に必要な知識、経歴、実績、人数等）、どのように確保するか記載してください。

	（2）従事職員の役割や業務内容について記載してください。

	（3）従事職員に対する研修計画や業務履行期間中のフォロー体制について記載してください。


· 必要に応じて補足資料を添付することもできます。

（様式８）
５　関係機関との連携

	（1）ひとり親家庭等の就業・定着までの一体的支援強化事業運営委託に関すること以外の相談があった場合など、相談支援を行う団体や関係機関との連携・情報共有が必要な場合、どのような対応を行うか記載してください。


· 必要に応じて補足資料を添付することもできます。

（様式９）
６　個人情報保護

	（1）業務を通じて知り得た個人情報の管理方法について記載してください。

	（2）従事職員への個人情報保護に関する指導計画について記載してください。


· 必要に応じて補足資料を添付することもできます。
（様式10）
企業の取組に関すること

該当する□にレ点を入れ、必要書類を添付してください。
１　次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定
（従業員101人未満の場合のみ加算）

□　策定し、労働局に届け出ている
※「策定し、労働局に届け出ている」を選択した場合、労働局の受付印のある「一般事業主行動計画の写し」を提出すること。（受付印がない場合でも、届出の事実が確認できる場合には加点評価する。）

□　策定していない、又は策定しているが従業員101 人以上

２　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定
（従業員101人未満のみ加算）

□　策定し、労働局に届け出ている
※「策定し、労働局に届け出ている」を選択した場合、労働局の受付印のある「一般事業主行動計画の写し」を提出すること。（受付印がない場合でも、届出の事実が確認できる場合には加点評価する。）

□　策定していない、又は策定しているが従業員101人以上

３　次世代育成支援対策推進法に基づく認定又は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定若しくは、よこはまグッドバランス賞の認定

· 取得している、又は認定されている
※次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けている場合は、「基準適合一般事業主認定通知書の写し」又は「基準適合認定一般事業主認定通知書の写し」を提出すること。
※女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えるぼし）又は若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール）を取得している場合は、「認定通知書の写し」を提出すること。
※よこはまグッドバランス賞の認定を受けている場合は、「認定通知書の写し」又は「認定証の写し」を提出すること。

□　取得していない、又は認定されていない

４　若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール）の取得
　　　□　取得している、又は認定されている
※若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール）を取得している場合は、「認定通知書の写し」を提出すること。

□　取得していない、又は認定されていない





５　障害者雇用促進法に基づく法定雇用率の達成

　　　□　障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.5％を達成している。(従業員40人以上の事業者)

※「達成している」を選択した場合、ハローワークに提出した「障害者雇用状況報告書（事業主控）」の写しを提出すること。

□　従業員40人未満の事業者で、障害者を１人以上雇用している。
※雇用している労働者の定義は「１週間の所定雇用時間が20時間以上で、１年以上継続して雇用される者（見込みを含む）」をいう。

　　　□　達成していない（従業員40人以上）又は障害者を1人以上雇用していない（従業員40人未満）　　　　　　　　　　　
　　　

